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資 料 ５ 

亜鉛に係る暫定排水基準の見直しについて 

 

１．背景 

 亜鉛については、水生生物の保全の観点から平成 15 年 11 月 5 日に生活環境項目として

環境基準が設定され、その環境基準の維持・達成を図るため、平成 18 年 12 月 11 日より

水質汚濁防止法に基づく排水基準を強化（5mg/l から 2mg/l）している。その際、10 業種

についてはこれに対応することが困難であるとして５年間の期限（平成 23 年 12 月 10 日）

で暫定排水基準（5mg/l）が設定されている。 

 

２．平成 23 年 12 月 11 日以降の取り扱いについて 

 現在、暫定排水基準が設定されている 10 業種のうち、下水道業を除く 9 業種について、

排水処理技術等の専門家からなる検討会を設置し、業種毎に関係団体よりヒアリング調査

を行い、実態を把握するとともに技術的な助言を行うなどのフォローアップを行ってきた。 

 その結果、7 業種については一律排水基準への移行が可能となったものの、残る 2 業種

及び当該業種からの排水を受け入れる下水道業については現行の暫定排水基準を引き続き

延長する見直し案を別紙のとおり作成した。 

 

（１）引き続き暫定排水基準設定する業種の取組状況 

 ①金属鉱業 

・ 中和槽の増設、高分子凝集剤混合槽の増強更新、沈殿池の増強改造等を進めており、

一部の事業場については一律排水基準を達成できるものの、未だ対応が困難な事業

場が存在する。 

・ 暫定排水基準の適用が引き続き必要な事業場は、排水設備の増強や新設工事のため

に時間と費用が必要であるもののほか、山間部にあり処理に必要な電力の供給がな

いこと、急峻な谷間にあり中和・凝集沈殿処理施設の設置が困難であるとともに冬

季メンテナンスのために安全対策が必要であることなどの課題があり、直ぐに対応

することができない。 

・ そのため、排水処理設備の増強や新設工事の継続、パッシブトリートメント（自然

環境で得られるエネルギー（微生物の代謝、光合成など）を利用して水処理する方

法）の導入などを検討する。 

 

 ②電気めっき業 

・ 関係団体から組合員に対して年２回の排水濃度調査（各事業所の半年間での最大濃

度を申告）を実施しており、その結果を分析・データ化して機関紙へ掲載するとと

もに、亜鉛の排水処理技術の留意点や改善事例等の冊子を作成し組合員へ配布し講

演を行うなど、業界として一律排水基準の移行に向けた取組を行っている。 

・ 能力増強や高度処理のための新規排水処理施設の導入や排水処理施設の維持管理の

強化、液切り時間延長等による工程管理を実施し、一律排水基準を超過する事業場
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数は減少してきているものの、排水処理施設の設置スペースや費用の面で対応が困

難であり、一部の事業場では直ぐに対応することができない。 

・ 効果的な改善策を模索するため、自社排水中の溶解性とＳＳ性の亜鉛濃度値の把握

を促すとともに、ＭＦ膜等の精密ろ過設備の導入などを検討する。 

 

 ③下水道業（金属鉱業、電気めっき業からの排水を受け入れているもの） 

   亜鉛は生物化学的処理を中心とする下水処理場を経由してそのまま公共用水域に

流出することにより、亜鉛に係る暫定基準値が適用される事業場からの排水を一定

割合以上受け入れる下水道については、その排水中の亜鉛の一律排水基準値を超え

るおそれがある。 

 

（２）一律排水基準へ移行する業種※とその主な理由 

・ 工程の見直しや原料の変更による亜鉛排出の抑制 

・ 排水処理設備の維持管理の強化としてpHや亜鉛濃度の監視強化、排水設備の増設、

凝集剤を効果的なものに変更 など 

※ 無機顔料製造業、無機化学工業製品製造業（ソーダ工業、無機顔料製造業、圧縮ガス・液化ガス製造

業及び塩製造業を除く。）、表面処理鋼材製造業、非鉄金属第一次製錬・精製業、非鉄金属第二次製錬・

精製業、建設用・建築用金属製品製造業（表面処理を行うものに限る。）、溶融めっき業 

 

３．今後のスケジュール（予定） 

 8 月～9 月 ：パブリックコメントの実施 

11 月上旬まで ：改正省令の公布 

12 月 11 日 ：改正省令の施行 

 

※関係省との協力の下、次回見直しに向けたフォローアップを実施する予定。 
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別 紙 

亜鉛含有量に係る暫定排水基準（案） 

 

 

備考 

１ 中欄に掲げる業種に属する特定事業場（水質汚濁防止法第２条第６項に規定する特定事業場をいう。以

下この項において同じ。）が同時に中欄に掲げる業種以外の業種にも属する場合においては、当該特定事業

場から排出される排出水の亜鉛含有量に係る排出基準については、下欄に掲げるものを適用する。 

２ 「一定の条件」とは、次の算式により計算された値が２を超えることをいう。 

 ΣＣｉ・Ｑｉ÷Ｑ 

  この式において、Ｃｉ、Ｑｉ及びＱは、それぞれ次の値を表すものとする。 

  Ｃｉ 当該下水道に水を排出する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の亜鉛含有量 

   の通常の値（単位 １リットルにつきミリグラム） 

  Ｑｉ 当該下水道に水を排出する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の通常の量 

   （単位 １日につき立方メートル） 

  Ｑ 当該下水道から排出される排出水の通常の量（単位 １日につき立方メートル）

項目 業種 

許容限度 

H18.12.11 

～H23.12.10 

H23.12.11 

～H28.12.10 

亜
鉛
含
有
量
（
単
位 

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム
） 

金属鉱業 

５ 

５ 

無機顔料製造業 一律 

無機化学工業製品製造業（ソーダ工業、無機

顔料製造業、圧縮ガス・液化ガス製造業及び

塩製造業を除く。以下同じ。） 

一律 

表面処理鋼材製造業 一律 

非鉄金属第一次製錬・精製業 一律 

非鉄金属第二次製錬・精製業 一律 

建設用・建築用金属製品製造業（表面処理を

行うものに限る。） 

一律 

溶融めっき業 一律 

電気めっき業 ５ 

下水道業（金属鉱業、無機顔料製造業、無機

化学工業製品製造業、表面処理鋼材製造業、

非鉄金属第一次製錬・精製業、非鉄金属第二

次製錬・精製業、建設用・建築用金属製品製

造業（表面処理を行うものに限る。）、溶融め

っき業又は電気めっき業に属する特定事業

場（下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）第

12 条の２第１項に規定する特定事業場をい

う。備考第２項において「下水道法上の特定

事業場」という。）から排出される水を受け

入れているものであって、一定の条件に該当

するものに限る。） 

５ 

（一律排水基準

へ移行した業種

を削除） 

一律排水基準：亜鉛含有量（単位 １リットルにつき２ミリグラム） 
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平成18年度 129 44 12 8 0 0 0 0 0 0 0

平成19年度 164 40 9 6 4 1 1 0 0 0 0

平成20年度 176 53 18 6 1 2 0 0 0 0 1

平成21年度 198 51 20 9 2 0 0 0 0 0 0
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平成18年度 771 507 332 180 103 91 59 39 38 24 109

平成19年度 1023 652 301 182 143 97 70 57 47 38 160

平成20年度 1261 666 357 246 128 107 63 72 49 16 118

平成21年度 1423 794 433 250 146 95 74 50 51 23 110
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参 考 

全亜鉛の環境基準達成状況 

 

 平成 18 年度から平成 21 年度の公共用水域における水質測定結果は下図のとおりである。 

図 公共用水域における水質測定結果（平成 18 年度から平成 21 年度） 
注 １）河川及び湖沼に関しては、報告下限値が 0.003 以下の地点を採用した。 

 ２）海域に関しては、報告下限値が 0.002 以下の地点を採用した。 


